
長崎基協佐第 40 号   

令和 7 年 8 月 1 日 

事 業 主 各 位 

「フォークリフト運転技能講習」(１０月) 開催ご案内 

長崎労働局長登録教習機関[登録番号001－11]          

登録有効期間満了日：2027年4月12日         主催 一般社団法人長崎県労働基準協会 

 

資格取得の必要な方は、受講されますようご案内申し上げます。 
 

１．講習日程および会場  

 講 習 日 程 開始時刻 会  場 

学

科 
令和７年１０月３０日（木） 9：00～ 

交通会館 （駐車場なし） 

佐世保市栄町7－12 (℡0956-25-3500) 

実

技 

令和７年１０月３１日（金） 8：00～ 
（一社）長崎県労働基準協会 

指方実技会場（駐車場有り） 

佐世保市指方町1873-4 

  〃   １１月  １日（土） 8：00～ 

  〃  １１月 ２日（日） 8：00～ 
   

２．申込方法  下記の①→②に従ってお申込み下さい  ※予約申込みは致しません 

                               電話でＡ～Ｅを順に 

伝えてください 
                               

            

                               

 
 

② ①にて電話受付け完了後、受講申込書を３.申込先 へ送付または持参下さい 
持参の場合  受講申込書（写真１枚・本人確認書類貼付）と受講費用を当協会へお持ち 

下さい。受講費用は後日振込みも可 ㊟16：00以降は不在の場合があります 

のでご連絡の上お越し下さい。（駐車場：１台有り） 

送付の場合  受講申込書（写真１枚・本人確認書類貼付）と返信用封筒（110円切手貼付） 

 を同封のうえ送付して下さい。（現金書留可） 

  受講申込書到着後、受講券とご請求書を送付いたします。 

※指定の期日までに受講費用をご入金後 申込み完了となります。 
 
●申込の取消   返金の有無にかかわらず取消しのご連絡をお願いします。  
１０月２３日(木)１７時まで → 受講費用の全額返金  その後は → 返金出来ません 

※ 遅刻厳禁 開始１０分前までに受付を済ませて下さい 

 

Ａ 受講する講習名 

Ｂ 事業場名 

Ｃ 受講者数 

Ｄ 電話番号・連絡先 

Ｅ 担当者名 

① まず受付開始日にお電話下さい 

受付開始日 令和7年9月30日（火）9：00より 

（受付時間9：00～17：00） 

電話番号  0956-42-0020 
先着順に受付け、定員になり次第キャンセル待ちとなります。 



３．申込先・問合せ先     

 
 

 

 

４．受講費用   

 会 員 一 般 
受 講 資 格 

・満18歳以上の者 

・自動車運転免許証（普通自動車

免許等）を有する者 

受 講 料 ￥３８，５００ （内税\3,500） 

テキスト代 
   

 

￥１，６５０ 

（内税\150） 

合計（10％税込） ￥３８，５００ ￥４０，１５０ 
*免除対象者の受講費用については

お問い合わせ下さい 

 

５．講習科目  時間は講習の状況により若干変更することがあります 

 日程 時間(休憩を含む) 時間数 講 習 科 目 

１

日

目 

10/30 

（木） 

 

 
 

7Ｈ 

 

フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び 

取扱いの方法に関する知識 

フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識 

関係法令 

45分 学科修了試験 

２

日

目 

10/31 
（金） 

 

8.5Ｈ 
実技 

フォークリフトの走行の操作 

３

日

目 

11/1 
（土） 

 

 8.5Ｈ 
実技 

フォークリフトの走行の操作 

４

日

目 

11/2 

(日) 

 
7Ｈ 

実技 

フォークリフトの走行の操作及び荷役の操作 

1Ｈ 実技修了試験 

学科時間7時間45分 実技時間25時間  合計32時間45分（休憩時間含まない）  

(昼休み：学科40分 実技は各日とも45分です) 
 

６．持参するもの   受講券と一緒にお渡しする別紙にてご確認ください。必ずご持参

下さい【学科講習】受講券、筆記用具(えんぴつ)等（テキストは当日お渡しします。【実技

講習】作業服、安全靴、ヘルメット、皮手袋、笛、筆記用具等 
  

＊ 修了証の統合手続き・助成金については、裏面をご覧下さい。 

〒857－0034  佐世保市万徳町1－11 川津ビル1Ｆ 

一般社団法人 長崎県労働基準協会 佐世保支部  ℡0956-42-0020 

 

 

※ 全講習科目（述べ４日間）を必ず受講して下さい。 

※ 遅刻・早退・欠課等をされますと修了証を交付することができません。   
注意 

8:00 ～17:40   

7：50までに集合 

7：50までに集合 

8：50までに入場 

9:00 ～18:20 

8:00 ～17:40 

8:00 ～17:20 

 

7：50までに集合 

※鉛筆（B・2B）消しゴム持参 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 統合修了証の交付について ✿  

(一社)長崎県労働基準協会で交付された各種技能講習修了証を統合すること   

が出来ます。 

 

  ♦ 講習期間中に当協会交付の修了証原本を回収のうえ、統合します。 

  ♦ 講習期間中に回収できない場合は、有料となります。 

  ♦ 一度統合された修了証は、元に戻すことはできませんのでご了承ください。 

♦ 特別教育等は対象外となります。 

 

お問い合わせ先   

（一社）長崎県労働基準協会 本部   ☎ ０９５－８４９－２４５０  

 

裏 面 

 

✿ 助成金について ✿  

『人材開発支援助成金』（人材育成支援コース） 

※ 講習開始日の１か月前までに手続きが必要です。 

 

書類の取り寄せ・提出及びお問い合わせ先  

長崎労働局 職業安定部職業対策課       ☎ ０９５－８０１－００４２   




